
入 札 公 告 

 福島県備蓄物資活用業務の委託契約に係る一般競争入札を行うので、地方自治法施行令 

（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６第１項及び福島県財

務規則（昭和３９年福島県規則第１７号。以下「財務規則」という。）第２４６条第１項の

規定により公告する。 

 

  令和８年４月２３日 

 

福島県知事  内堀 雅雄      

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名  福島県備蓄物資活用業務 

（２）業務箇所 県内一円 

（３）業務概要 県で保有する被災者用備蓄物資のうち、賞味（使用）期限間近等のため払

い出す物資の配布先調整及び配送等 

（４）履行期間 契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

２ 入札に参加するものに必要な資格に関する事項 

  次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な

資格の確認を受けた者であること。 

（１）施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（２）公告の日から入札の日までの間に、本県及び国の機関における入札参加資格制限措置

要綱等の規定に基づく入札参加制限中の者でないこと。（国の機関に係るものは贈賄、

独占禁止法違反行為、公契約関係競売等妨害等に起因する案件に限る。） 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てをして

いる者若しくは申立てをなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者にあ

っては、当該手続開始の決定を受けた後に、この入札に参加することに支障がないと認

められる者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほか、次に掲げる者で

ないこと。 

ア 役員等（契約の相手方が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与して

いる者を、契約の相手方が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締

結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号にお

いて同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６号



に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）である者。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる者。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

していると認められる者。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。 

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアから

オまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められ

る者。 

キ 契約の相手方が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材

料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合は除く。）

に、契約権者が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、これに従わなかった

者。 

（５）福島県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

（６）県と円滑に連絡調整できるよう体制を整えておける者であること。 

（７）福島県内に本店、支店、又は営業所を有する者であること。 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格の確認 

入札に参加を希望する者は、所定の一般競争入札参加資格確認申請書を次に定めるとこ

ろにより提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。 

（１）提出期間 

令和８年４月２３日（木）～令和８年５月２０日（水）まで（土曜日、日曜日、祝日

を除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（２）提出場所 

〒９６０－８６７０ 

福島県福島市杉妻町２番１６号（北庁舎３階） 

福島県危機管理部災害対策課 

電話０２４－５２１－７６４１ 

（３）提出方法 

郵送又は持参による。ただし、郵送による場合は、書留郵便等の配達記録が残る方法

とし、令和８年５月２０日（水）午後５時１５分まで必着とする。 

 

４ 契約条項を示す場所等 

（１）契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所 

ア 場所 

上記３（２）に掲げる場所に同じ。 



なお、入札説明書の交付は上記で行うほか、福島県危機管理部ホームページにおい

て公開する。 

イ 期間 

令和８年４月２３日（木）～令和８年５月２０日（水） 

（２）入札及び開札の日時 

令和８年５月２７日（水）午後２時００分 

（３）入札及び開札の場所 

福島県北庁舎２階リエゾンオフィス（福島県福島市杉妻町２番１６号） 

（４）その他 

入札書は、直接提出するものとする。郵送、電話、ファックス、電子メールその他の

方法による入札は認めない。 

 

５ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 

入札に参加を希望する者は、入札金額（消費税及び地方消費税を含む。）の１００分

の３以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、財務規則第２４９条第

１項各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免

除する。 

（２）契約保証金 

落札者は、契約金額の１００分の５以上の額の契約保証金を納付しなければならな

い。ただし、財務規則第２２９条第１項各号のいずれかに該当する場合においては、契

約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 

 

６ 入札者に要求される事項 

この一般競争入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、提出した書

類に関し、福島県知事から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

 

７ 入札の無効 

上記２の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札は無効とする。 

 

８ その他 

（１）入札方法 

落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。 

（２）落札者の決定の方法 



予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。 

（３）契約書作成の要否 

   要 

（４）その他 

詳細は、入札説明書による。 

（５）本公告に関する問い合わせ先 

福島県危機管理部災害対策課 

電 話：０２４－５２１－７６４１ 

ＦＡＸ：０２４－５２１－７９２０ 

メール：saigai@pref.fukushima.lg.jp 


